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第1612回例会記録　平成24年1月24日（火）  26/46回

＜点鐘＞　	 中島眞一会長

＜ソング＞　我等の生業

＜会長報告＞　	 中島眞一会長
1.	『ロータリーカード　東日本の復興を』
各クラブでロータリーカード担当責任者1名を推
薦の要請がありました。従来0.3%のロイヤリティ
がポリオプラスに使われていましたが、限定で東
日本復興に使われることとなりました。
2.		2012～13年度　クラブ役員キットが送付されまし
た。安藤亨次年度会長にお渡しいたします。
3.		2010～11年度　東日本大震災への義援金による
『ロータリー希望の風奨学金』プログラム発足・
開始の報告　賛同した国内10地区、タイ3340地区、
日本台湾ロータリー親善会議、これらによる義援
金4億4,000万円を資金として、主に大学生、専門
学校生に対して卒業まで月々5万円を支給するプ
ログラムです。昨年30名、今年は50名の給付を予
定している、ということです。
4.	2011年度　米山奨学生終了式のご案内　2/26（日）
当クラブの任賢豪君が出席いたします。	野島カ
ウンセラー、中島健児米山奨学委員長に出席を依
頼いたしました。
	
＜幹事報告＞　	 佐藤幹事
＊文書着　	川崎麻生RC　川崎中原RC　新川崎RC	

川崎多摩RC　川崎北RC　川崎稲生RC

＊その他　
･ 2/18（土）　川崎麻生RCの創立20周年記念式典
出席される方は当クラブで取りまとめてお祝い金
を渡します。次週より10,000円を集金しますので
よろしくお願いいたします。
･ �IMが近いので、近隣クラブの予定が変更になっ
ております。
･ �2/4（土）　山崎会員が退院される、とお知らせが
きております。

＜ニコニコ委員会＞　	 古澤委員長
　中島眞一会長→「一面の銀世界、足元に気をつけ
てください」。佐藤幹事→「我が家の方は、雪で朝か
ら大変でした。粕川さん、卓話お願いいたします｣。
以下、感謝をこめてニコニコへ。安藤亨会員、安藤
志子会員、井上勇会員、鴨志田会員、北島会員、小
塚会員、内藤会員、中島健児会員、中村会員、尾崎
会員、佐々木会員、嶋会員、白井会員、鈴木会員、
高田会員、玉井会員、碓井会員、渡邊会員、山口篤
会員、山口福枝会員、結城会員、古澤会員。

＜出席委員会＞　	 鈴木委員長

80%以上の出席率になるようお願いいたします。

※諸事情により、スケジュールは変更になる場合があります。

第1614回	  2 月 7 日	 クラブフォーラム

第1615回	  2 月14日	 クラブ協議会

第1616回	  2 月22日	 IM
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会員 出席 欠席 メーク

＊出席免除会員2

第1612回	 42＊	 33	 9	 	 78.57%
第1611回	 42＊	 31	 11	 4	 83.33%

出席率



＜ニコニコ・財団・米山委員会＞

＜会員卓話＞� 粕川会員
　昨年7月5日に入会した粕川です。本日卓話という
ことで、簡単な自己紹介をさせていただきます。
　私は大学を卒業後、当時オフコンが社内に次々と
導入されていく時代、西新宿の新都心のビルで、ま
だ大手から独立したばかりの住宅メーカーの営業推
進や支店の事務管理の仕事をしていました。
　その後、知人の紹介でビジネスコンサルティング
会社の社長秘書として働きました。この会社は主に
施設や商品などのコンセプト作りやネーミングで、
百貨店や大型施設の新規出店や改装コンセプト、夏
のビール戦略、新しいワインのコンセプトやデザイ
ン、えびせんの商品開発などです。著名で個性的な
デザイナーの方々が加わった会議は、いつも情熱的
で元気だったことと記憶しています。私はこの会社
にいる間に税理士の勉強を始めました。　
　税理士に合格し、全国女性税理士連盟に入ります。
全国女性税理士連盟の歴史は古く、昭和31年8月に
発足し、現在の会員数は1,300余名になります。こ
こで女性税理士の先輩達がどのように仕事や家庭を
両立しているか、見聞きしたことがきっかけで独立
開業することになりました。連盟の研修会への参加、
制度部での勉強、厚生部で旅行をしました。平成11
年に、納税者権利憲章が既にある韓国で女性税務士
と意見交換し、またその翌年には東京でお迎えをし
て感動的な思い出となっています。
　全国女性税理士連盟は税理士会と同様に、関連機
関に6つの要望書を提出しています。国税通則法か
ら分かりやすい話を抜粋してみると、
・事業者が任意調査を受けた時、税務署が帳簿類の
提出・留め置きを求めることがありますが、提示で
十分です。
・調査で厚生すべきものが確認された時、修正申告
書の提出をするかしないかは、納税者が決めること
で、課税庁が納税者に奨めるものではありません。
などです。

　その他に女性税理士らしい提言を3つ紹介します。
1.『民法を改正し、夫婦別氏も選べる制度の導入す
ること』を求めています。民法制定から60年以上経
過し、家族の形態やライフスタイルは多様化し、女
性の社会参画が進み婚姻や家族の役割に対する考え
かたや意識は大きく変化しています。
2.『配偶者控除を廃止して、最低生活保障の一端で
ある基礎控除を引き上げること』を求めています。
昭和36年に設けられた配偶者控除も既に50歳で、12
月になると103万円を意識した就業調整の話を聞き
ます。これは女性の最低賃金化を招き、経済的な自
立の妨げになり、雇用する社会にとっても損失とな
っています。配偶者控除は適用税率の高い高額所得
者に適用が多く、有利な仕組みです。
3.�所得税法56条を廃止することを要望しています。
発端は、弁護士の夫が税理士の妻に払った税理士報
酬を経費として否認されたことにあります。この法
律は同一生計親族に支払う対価を事業所得等の必要
経費とせず、またこれを受け取った側の所得としな
い旨を規定しています。日本の所得税法自体は、個
人単位課税ですが、この法律は例外的に『世帯』を
課税単位としています。
　私はこのような活動をしている団体に所属してい
ます。片時もじっとしていない、スケジュール帳が
常に埋まっている人々に触発され開業しました。こ
こで多くの知識の仕入れや心身の充電をし、自分に
体験できない様々な話を伺えることも、税務のお手
伝いができることも嬉しく仕事は楽しいです。様々
な方に支えられ、恵まれ、幸せに思って働いていま
す。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

本日のプログラム

今回
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	 24件	 24,000円	 682件	 802,245円
	 0件	 0円	 17件	 160,000円
	 0件	 0円	 2件	 156,000円
	 0件	 0円	 23件	 283,000円
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